
平成２６年 １ 月２３日 
 
 
 
  図書館委員会委員 殿 
 
 

図書館委員会委員長 
（附属図書館長） 

東 島   清 
 
 
 

平成２５年度第３回図書館委員会（持ち回り）の開催について 
 
 
 このたび，標記委員会について，下記の議案をメールによる持ち回りでの審議とす

ることにいたしました。 
 つきましては，別紙資料をご参照の上，別添「回答書」により，平成２６年 １ 月
２９日（水）までに図書館企画課庶務係長（sakai-sa@office.osaka-u.ac.jp）あてにご

回答くださいますよう，よろしくお願いいたします。 
 

記 
 
＜審議事項＞ 
１．消費税率引き上げに伴う諸料金規則の改正について 

   平成２６年４月１日に消費税率が８％へ引き上げられることが決定されました。 
これに伴い附属図書館で取り扱っている諸料金が対象となり，一部料金の改正

が必要となりました。 
消費税率引き上げに伴う諸料金規則の改正について，＜資料１＞によりご審議

願います。 
 
 （今後の予定） 
   なお，同規則は財務部所管規則となるため，本委員会で原案が了承された場合

は，財務担当理事へ上申することとなります。 
 
【改正案】 
 ①文献複写料金 ……………………… 消費税増額が少額なため改正を見送る。 
 ②写真撮影等に係る利用料金 
 ③写真原板等の使用に係る利用料金  消費税率５％から８％へ改正する。 
 ④複製等に係る利用料金 
 ⑤貴重図書貸付料 



回  答  書 
 
 
 

平成２６年  月  日 
 
 
 
  図書館委員会委員長 殿 
 
 
 

図書館委員会委員 
 

氏名：               
 
 
 
 平成２６年１月２３日付けで通知のありました平成２５年第３回図書館委員会（持

ち回り）における下記の議案について，回答します。 
 

記 
 
＜審議事項＞ 
 
１．消費税率引き上げに伴う諸料金規則の改正について 

 
   （  ）原案どおり承認します。 
   （  ）原案については，一部（別記）を除き承認します。 
   （  ）原案については，承認できません。 
 
 

※該当するものに○印を記入願います。 
※不承認等の場合は，その理由も併せてお知らせ願います。 



＜資料１＞

別表第８ 【現行】 【据置】

大阪大学附属図書館文献複写規程第３条の規定に基づく文献複写料金

学　内　者 学　内　者

の　場　合 来　館 ＩＬＬ の　場　合 来　館 ＩＬＬ
円 円 円 円 円 円

A3判１枚につき 20 35 40 A3判１枚につき (20.57) (35.99) (41.14)

消費税8％で算出 20 35 40

A3判１枚につき 60 80 100 → A3判１枚につき (61.71) (82.28) (102.85)

60 80 100

A3判１枚につき 20 35 40 A3判１枚につき (20.57) (35.99) (41.14)

20 35 40

※ ①本学の諸料金規則で定める料金設定は，料金収納の利便性を考慮して５円刻みで料金を設定している。

②今回試算した金額では，５円以上の引き上げとならないため，今回は料金の改正を行わないこととする。

別表第２３ 【現行】 【改正】

大阪大学附属図書館貴重図書特別利用規程第６条に基づく利用料

１．写真撮影等に係る利用料

(1)写真撮影 ①単片フィルム 　1点につき（＊） 4,200円 (1)写真撮影 ①単片フィルム 　1点につき（＊） 4,320円

②マイクロフィルム 　1点(件)につき ②マイクロフィルム 　1点(件)につき 

50コマまで 4,200円 50コマまで 4,320円

50コマを越える場合は 消費税8％で算出 50コマを越える場合は

　50コマごとに 2,100円 → 　50コマごとに 2,160円

(2)映画撮影 　1点につき 5,250円 (2)映画撮影 　1点につき 5,400円

　(テレビジョン撮影､ビデオ撮影を含む｡) 　(テレビジョン撮影､ビデオ撮影を含む｡)

(3)模写 　1点1日につき 2,100円 (3)模写 　1点1日につき 2,160円

(4)模造 　1点1日につき 2,100円 (4)模造 　1点1日につき 2,160円

＊単片フィルムによる写真撮影の場合は､図書等１点につき同一状態で ＊単片フィルムによる写真撮影の場合は､図書等１点につき同一状態で

　シャッタｰ4回までを1点と数えるものとする｡ 　シャッタｰ4回までを1点と数えるものとする｡

２．写真原板等の使用に係る利用料

(1)単片フィルム(テジタルデｰタ) 　1点につき 　3,150円 (1)単片フィルム(テジタルデｰタ) 　1点につき 3,240円

(2)マイクロフィルム(デジタルデｰタ) 　1点(件)につき 消費税8％で算出 (2)マイクロフィルム(デジタルデｰタ) 　1点(件)につき 

50コマ(カット)まで 3,150円 → 50コマ(カット)まで 3,240円

50コマ(カット)を越える場合は 50コマ(カット)を越える場合は

　50コマ(カット)ごとに 1,575円 　50コマ(カット)ごとに 1,620円

３．複製等に係る利用料

①映画  販売価格（本体価格）×複製本数×5/100× ①映画  販売価格（本体価格）×複製本数×5/100×

②スライド  105/100 ②スライド  108/100

③出版物  販売価格（本体価格）×複製本数×3/100× 消費税8％で算出 ③出版物  販売価格（本体価格）×複製本数×3/100×

 105/100 →  108/100

(2)映画(ビデオを含む。)の  上映契約者が第三者から徴収する上映料 (2)映画(ビデオを含む。)の  上映契約者が第三者から徴収する上映料

　営利上映又はテレビジョン放送  （本体価格）の10/100×105/100 　営利上映又はテレビジョン放送  （本体価格）の10/100×108/100

(3)映画(ビデオを含む。)の一部抜焼き 　１分間あたり 　5,250円 (3)映画(ビデオを含む。)の一部抜焼き 　１分間あたり 5,400円

別表第２４

大阪大学附属図書館貴重図書貸付規程第８条に基づく貸付料

消費税8％で算出

１点につき　 1,050円 → １点につき　 1,080円

電子複写方式による文
献複写(ｶﾗｰ)

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金

リーダープリンターによ
る複写

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金

複　写　料　金

種　　　　　別 学  外  者  の  場  合 備　　　　考

電子複写方式による文
献複写(白黒)

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金

区　　分 貸　付　料

電子複写方式による文
献複写(ｶﾗｰ)

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金

リーダープリンターによ
る複写

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金

区　　分 利　用　料

区　　分 利　用　料

区　　分 利　用　料
(1)映画（ビデオを含
む。）、スライド又は出
版物の複製販売

(1)映画（ビデオを含
む。）、スライド又は出
版物の複製販売

区　　分 貸　付　料

消費税率引き上げに伴う諸料金規則の改正について（案）

区　　分 利　用　料

区　　分 利　用　料

区　　分 利　用　料

複　写　料　金

種　　　　　別 学  外  者  の  場  合 備　　　　考

電子複写方式による文
献複写(白黒)

A3判以下の用紙を使用
した場合もA3判の料金
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